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○やまと広域環境衛生事務組合情報公開条例施行規則 

（平成２３年３月１日規則第６号） 

（趣旨） 

第１条  この規則は、やまと広域環境衛生事務組合情報公開条例（平成２３年御所・

田原本環境衛生事務組合条例第８号。以下「条例」という。） の施行に関し、必要

な事項を定めるものとする。 

（情報開示請求書） 

第２条  条例第６条第１項の開示請求書は、情報開示請求書（別記第１号様式）によ

るものとする。 

２  条例第６条第１項第４号に規定する実施機関が定める事項は、次のとおりとす

る。 

（１）希望する開示の方法 

（２）開示の実施を希望する日時 

３  第１項の規定にかかわらず、開示請求が郵送、ファクシミリその他これらに類す

る方法によりあった場合において、その書面に条例第６条第１項各号の事項がすべ

て記載されているときは、これを開示請求書として受理することができる。この場

合において、補正の必要が生じたときは、開示請求者の承諾を得て、その訂正等を

行うことができる。 

（情報開示等決定通知書） 

第３条  条例第１１条第１項及び第１２条第１項の書面は、情報開示等決定通知書

（別記第２号様式） によるものとする。 

２  前項の情報開示等決定通知書には、次に掲げる事項を記載するものとする。 

（１）条例第１１条第１項又は第１２条第１項に規定する決定の内容 

（２）決定が条例第１１条第１項第１号又は第２号の場合は、開示の日時及び場

所、開示方法並びに開示に要する費用 

（３）決定が条例第１１条第１項第２号、第３号若しくは第４号又は第１２条第１

項第１号若しくは第２号の場合は、決定の理由及び不服申立ての教示 

（４）決定が条例第１１条第１項第２号の場合は、新たに作成し、又は取得する見

込みの情報の概要及び開示の時期 

（決定期間を延長することができる理由） 

第４条  条例第１１条第２項の理由は、次の各号のいずれかに掲げる場合で、実施機

関の長が同条第１項の期間内に開示決定等を行うことができないことによるものと

する。 

（１）災害等不測の事態が発生した場合 

（２）開示請求の対象となる情報が著しく大量であるため、事務の遂行に著しい支

障が生じるおそれがある場合 



2 

 

（情報開示等決定期間延長通知書） 

第５条  条例第１１条第２項の書面は、情報開示等決定期間延長通知書（別記 

第３号様式） によるものとする。 

２  前項の情報開示等決定期間延長通知書には、次に掲げる事項を記載するものとす

る。 

（１）条例第１１条第２項を適用する旨及びその理由 

（２）開示決定を行う期限 

（新規作成取得完了通知書） 

第６条  条例第１２条第４項の書面は、新規作成取得完了通知書（別記第４号様式） 

によるものとする。 

２  前項の新規作成取得完了通知書には、開示の日時及び場所、開示方法並びに開示

に要する費用について、記載するものとする。 

（事案移送通知書） 

第７条  条例第１３条第１項の書面は、事案移送通知書（別記第５号様式） によるも

のとする。 

２  前項の事案移送通知書には、次に掲げる事項を記載するものとする。 

（１）当該事案を移送した旨 

（２）移送先の実施機関及びその長 

（第三者から意見を聴取する場合の通知事項） 

第８条  条例第１４条第１項の規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。 

（１）開示請求の年月日 

（２）意見を述べることができる期間 

（３）その他必要な事項 

２  条例第１４条第２項の規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。 

（１）開示請求の年月日 

（２）条例第８条第１ 項第３号イ又は同項第４号ただし書に該当する旨及びその理 

 由 

（３）意見を述べることができる期間 

（４）その他必要な事項 

（第三者に関する事項が記録されている情報の開示に関する通知） 

第９条  条例第１４条第２項の書面は、第三者情報開示通知書（別記第６号様式） に

よるものとする。 

２  条例第１４第３項の書面は、第三者情報開示決定通知書（別記第７号様式） によ

るものとする。 

（電磁的記録の開示方法） 

第１０条  条例第１５条第１項の規則で定める方法は、次に掲げる方法とする。 

（１）録音テープ 次に掲げる方法 
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ア 当該録音テープを専用機器により再生したものの聴取 

イ 当該録音テープを複写したものの交付 

（２）録画テープ 次に掲げる方法 

ア 当該録画テープを専用機器により再生したものの視聴 

イ 当該録画テープを複写したものの交付 

（３）電磁的記録（前２号に該当するものを除く。）次に掲げる方法 

ア 当該電磁的記録を用紙に出力したものの閲覧 

イ 当該電磁的記録を専用機器により再生したものの閲覧又は視聴 

ウ 当該電磁的記録をフレキシブルディスクカートリッジ等に複写したものの交 

 付 

（情報の閲覧等） 

第１１条  閲覧の方法による情報の開示は、実施機関の長が指定する職員の立会いの

もとに行うものとする。 

２  条例第１５条第１項の正当な理由は、次に掲げるものとする。 

（１）条例第９条第１項の規定により情報の一部を除いてその情報を開示する場合 

（２）情報の原本を事務事業に使用する必要があり、閲覧に供すると事務事業の遂

行に支障がある場合 

３  実施機関の長は、情報を閲覧する者がその情報を汚損し、又は破損するおそれが

あると認められるときは、情報の閲覧を中止し、又は禁止することができる。 

（写しの交付に要する費用の納付等） 

第１２条  条例第１６条第２項の費用は、原則として前納の方法により納付しなけれ

ばならない。 

２  前項の費用として徴収する額は、白黒複写機による写し１枚につき、実費相当額

の１０円とする。ただし、これにより難い場合は、管理者が定める額とする。 

３  公文書の写しの交付部数は、請求１件につき１部とする。 

（総合公開窓口） 

第１３条  条例第３２条第２項に定める開示請求に関する総合的な窓口を事務局内に

置く。 

（運用状況の公表） 

第１４条  条例第３３条の規定による運用状況の公表は、次に掲げる事項について、

前年度の運用状況を取りまとめ、組合の事務所に付設する掲示板に掲示することに

より公表する。 

（１）開示請求の件数 

（２）開示決定等の状況 

（３）不服申立ての状況 

（４）その他必要な事項 

（その他） 
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第１５条  この規則に定めるもののほか、この規則の施行について必要な事項は、別

に定める。 

附 則 

この規則は、公布の日から施行する。 

   附 則（平成２４年規則第２号） 

この規則は、公布の日から施行する。 
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第１号様式（第２条関係） 

 

情 報 開 示 請 求 書 

 

年   月   日 

 

やまと広域環境衛生事務組合管理者 あて 

 

住 所 

氏 名 

（法人その他の団体にあっては、名称、事務所 

又は事業所の所在地及び代表者の氏名） 

（電話            ） 

 

やまと広域環境衛生事務組合情報公開条例第６条の規定により、次のとおり情報の 

開示を請求します。 

 

１ 開示を請求する情報の件名又は具体的内容 

 

 

２ 開示請求を必要とする理由（御所市、田原本町又は五條市に住所（法人その他の団

体にあっては事務所又は事業所）を有していない場合のみ記入する。） 

 

 

３ 希望する開示の方法（閲覧・写しの交付） 

 

４ 開示の実施を希望する日時       年   月   日   時 

 

５ その他 
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第２号様式（第３条関係） 

 

番        号 

年   月   日 

情 報 開 示 等 決 定 通 知 書 

 

様 

                         やまと広域環境衛生事務組合管理者     □印 

 

年    月    日付けで請求のありました情報の開示については、やまと広域

環境衛生事務組合情報公開条例第（１１・１２）条第１項の規定により、次のとおり

決定しましたので、通知します。 

１ 全部開示    ２ 部分開示    ３ 不開示    ４ 開示請求を拒否 

５ 新たに作成し、又は取得して、開示 

・開示の日時、場所、開示方法等 

日  時     年     月     日  時    場            所 

開示方法                           開示に要する費用 

 

・不開示（部分開示を含む。）又は開示請求拒否の理由 

 

・開示請求に係る情報を保有していない理由 

 

・新たに作成し、又は取得する見込みの情報の概要及び開示の時期 

 

・不服申立ての教示 

２、３及び４の決定を受けた場合において、決定に不服があるときは、この処分が

あったことを知った日の翌日から起算して６０日以内に、やまと広域環境衛生事務組

合管理者に対し行政不服審査法による異議申立てをすることができます（なお、この

決定があったことを知った日の翌日から起算して６０日以内であっても、この決定の

日の翌日から起算して１年を経過すると異議申立てをすることができなくなりま

す。）。 

また、この決定の取消しを求める訴えをする場合は、この決定があったことを知っ

た日の翌日から起算して６月以内に、やまと広域環境衛生事務組合を被告として（訴

訟において組合を代表する者は管理者となります。）提起することができます（な

お、この決定があったことを知った日の翌日から起算して６月以内であっても、この
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決定の日の翌日から起算して１年を経過すると処分の取消しの訴えを提起することが

できなくなります。）。 

・問い合わせ先 

第３号様式（第５条関係） 

 

番        号 

年   月   日 

 

情 報 開 示 等 決 定 期 間 延 長 通 知 書 

 

様 

 

やまと広域環境衛生事務組合管理者 □印 

 

年   月   日付けで請求のありました情報の開示については、やまと広域環境衛

生事務組合情報公開条例第11 条第２項の規定により、次のとおり決定期間を延長しま

したので、通知します。 

 

・決定期間延長の理由 

 

 

 

 

 

・開示決定を行う期限                   年    月    日まで 

 

 

 

 

 

・問い合わせ先 
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第４号様式（第６条関係） 

 

番        号 

年   月   日 

 

新 規 作 成 取 得 完 了 通 知 書 

 

様 

 

やまと広域環境衛生事務組合管理者 □  印 

 

年  月  日付けで請求のありました情報を新たに作成し、又は取得しましたの

で、やまと広域環境衛生事務組合情報公開条例第12 条第４項の規定により、次のとお

り通知します。 

 

・開示の日時、場所、開示方法等 

日   時     年   月   日  時    場     所 

 

開示方法                        開示に要する費用 

 

 

 

・問い合わせ先 
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第５号様式（第７条関係） 

 

番        号 

年   月   日 

 

事 案 移 送 通 知 書 

 

様 

 

やまと広域環境衛生事務組合管理者 □    印 

 

年   月   日付けで請求のありました情報の開示につきましては、次のとおりそ

の事案を次の実施機関に移送しましたので、やまと広域環境衛生事務組合情報公開条

例第１３条第１項の規定により、通知します。 

 

・新たに担当することとなった実施機関及びその長 

 

 

 

・問い合わせ先 
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第６号様式（第９条関係） 

 

番        号 

年   月   日 

 

第 三 者 情 報 開 示 通 知 書 

 

様 

 

やまと広域環境衛生事務組合管理者 □  印 

 

やまと広域環境衛生務組合情報公開条例第５条の規定により、次のとおりあなた

（貴       ）に関する事項が記録されている情報について、開示請求がありました。

この情報につきましては同条例（第８条第１項第３号イ・第８条第１項第４号ただし

書）の規定に該当するため、開示決定等を行う前に同条例第14 条第２項の規定により

ご意見をお聴きしたいので、口頭又は文書によりご回答いただきますようお願いしま

す。 

 

・開示請求の年月日 

 

 

・情報に記録されているあなた（貴      ）に関する事項の内容 

 

 

・条例第８条第１項第３号イ・第８条第１項第４号ただし書に該当する理由 

 

 

・意見を述べることができる期間 

年   月   日から    年   月   日まで 

 

 

・問い合わせ先 
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第７号様式（第９条関係） 

番        号 

年   月   日 

第 三 者 情 報 開 示 決 定 通 知 書 

 

様 

 

やまと広域環境衛生事務組合管理者 □   印 

 

先日あなた（貴     ）が開示することに反対の意見を述べられた情報につきまして

は、次のとおり開示することに決定しましたので、やまと広域環境衛生事務組合情報

公開条例第１４条第３項の規定により通知します。 

 

・ 開示請求の年月日 

 

・ 情報に記録されているあなた（貴   ）に関する事項の内容 

 

・ 開示決定の理由 

 

・ 開示を実施する日 年 月 日 

 

・ 不服申立ての教示 

この決定に不服があるときは、この決定があったことを知った日の翌日から起算し

て６０日以内に、やまと広域環境衛生事務組合管理者に対して行政不服審査法による

異議申立てをすることができます（なお、この決定があったことを知った日の翌日か

ら起算して６０日以内であっても、この決定の日の翌日から起算して１年を経過する

と異議申立てをすることができなくなります。）。なお、当該申立てとは別に管理者

に対して同法の規定による執行停止の申立てをされたときは、当該公文書の公開を停

止することがあります。 

また、この決定の取消しを求める訴えをする場合は、この決定があったことを知っ

た日の翌日から起算して６月以内に、やまと広域環境衛生事務組合を被告として（訴

訟において組合を代表する者は管理者となります。）提起することができます（な

お、この決定があったことを知った日の翌日から起算して６月以内であっても、この
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決定の日の翌日から起算して１年を経過すると処分の取消しの訴えを提起することが

できなくなります。）。 

・問い合わせ先 


